
ふるさと納税
寄付額

ベンチ設置
施設

ご興味がある方は
お気軽にご連絡ください。

鳥取県ふるさと納税業務受託者 ㈱エッグ
〒683-0805 米子市西福原４丁目１１－３１

Tel.0859-36-8004 FAX.0859-21-0460
Email: furusato_tottori@egg.co.jp

【大きさ】幅約 180cm×奥行き約 45 cm×高さ約 70 cm 

【材質】鳥取県産スギ材（背板、座板以外は県産ヒノキ材）
【メッセージプレート】背もたれ部分にメッセージプレートを貼付
※ベンチの所有権は鳥取県です（寄付者へベンチを贈呈するものではありません）。

メッセージ

プレート

人生の節目やメモリアルイベントの記念に
県立施設のベンチにメッセージを載せて
みませんか？

来場記念、結婚・出産、
スポーツ大会優勝、
大学合格や就職など

メッセージ
ベンチ

【大きさ】 幅150㎜×高さ55mm×厚さ1mm 【材質】 ステンレス製
【文字】 彫り文字
【記載項目】 寄付者名、メッセージ（広告・宣
伝や施設管理上ふさわしくない表示はできま
せん。）とします。 ※「メッセージベンチ」の文字及び
設置年月は必須とします。

令和３年１２月３１日まで

※図中のメッセージ及び寄付者名は、参考例です。

①とっとり花回廊 ②チュウブ鳥取砂丘こどもの国
③ヤマタスポーツパーク（布勢総合運動公園）
④とっとり賀露かにっこ館 ⑤とっとり出合いの森
※上記の施設内での具体的な設置場所を指定することはできません。
※施設に応じて設置上限台数があり、設置上限台数に達した場合には寄付をお断りすることがあります。

応募方法

県立施設等へ備え付け又は県ホームページからダウンロードできる応募用紙により応募
ア 県への提出
持参、郵送、ファクシミリ、Ｅ－ｍａｉｌの方法により下記応募先へ提出する。

イ 県立施設への提出
メッセージプレートの貼付を希望する県立施設の事務所へ持参により提出する。

募集期間

募集
対象者

・個人（企業や団体は対象外）

・鳥取県へふるさと納税を
していただける方

１口（１台）１０万円以上
（参考）税金控除について

いただいたご寄付は所得税、住民税の控除の対象となります。
詳しくは「総務省 ふるさと納税のしくみ」でホームページを検索してご確認ください。

メッセージ40文字以内

寄付者名２0文字以内



設置希望
施設名

※複数の施設を希望することも可能。その場合、希望順位をあわせてご記入ください。
ふりがな

氏 名

住 所

（〒 － ）

メールアドレス

電話番号

ＦＡＸ番号

寄付金
支払方法

以下のうちいずれかに〇をしてください。寄付決定通知にあわせて振込方法をご案内します。

・クレジットカード ・郵便振替（郵便局の払込用紙）

寄附者名
（２０文字まで）

1 5 10 15 20

メッセージ
（４０文字まで）

※施設管理上ふさ
わしくない表示はで

きません。

1 5 10 15 20

21 25 30 35 40

著作権等に
係る記述

表示内容に著作物などを含む場合は、許可の有無などの状況を記入してください。

著作物等の無断使用に関する損害は、全て寄付者様の責任となります。

鳥取県ふるさと納税業務受託者 株式会社エッグ 行
メール： furusato_tottori@egg.co.jp
ＦＡＸ： ０８５９－２１－０４６０

メッセージベンチへのメッセージ応募申込書

※ご記載いただいた情報は「鳥取県個人情報保護条例」に基づき、適正に取り扱います。

①申し込み
（寄付者）

②内容審査
（県）

③決定通知・
寄附金振込
方法の案内
（県）

④寄付金振
込（寄付者）

⑤寄附証明
書の発行
（県）

⑥ベンチ作
成・設置
（県）

⑦寄付者へ
の完了通知

（県）

応募から設置までの流れ

①とっとり花回廊

②チュウブ鳥取砂丘こどもの国

④とっとり賀露かにっこ館

⑤とっとり出合
いの森

施設所在地

③ヤマタスポーツパーク

※その他注意事項等
（１）寄付者名及びメッセージの表示

個人名（氏名だけでなく、〇〇ファミリー、〇〇チーム等）や、簡単なメッセージ（企業名・商品名
は除く）が、プレートに表示できます。ただし、表示する個人名及びメッセージについては、県にお
いて審査し、例えば公序良俗に反する内容など、内容の変更をお願いすることや、表示できない
場合がありますので、ご了承ください。なお、個人名及びメッセージに著作権等の生じるもの（歌の
一節・有名人の名前など）は、寄付者の費用負担と責任で記載してください。

（２）財産の帰属等
ベンチ及びメッセージプレートは鳥取県の財産に帰属し、一般の利用に供します。また、経年に

よる老朽化や破損等、管理者が必要と認めた場合は、補修、撤去または移設することがあります。
ベンチを撤去する際は、メッセージプレートはベンチが取り外し、施設内の別の場所へ移設します。
なお、メッセージプレートの移設の際は、その旨応募者へ連絡します。

（３）各施設によっては、諸般の事情により募集期間中でも応募を終了させていただく場合があります。

（４）一旦振り込まれた寄付金は返金できません。また、原則として寄付金が振り込まれ
た後、メッセージプレートの表示内容の変更はできませんのでご了承ください。

（５）お振込み確認後、メッセージベンチの作成・設置までには数週間を要します。

年 月 日


